


序　　　　　文

ヴィエトナム社会主義共和国政府は、「国家経済開発５か年計画（1996年－ 2000年）」において

保安を確保しつつ炭鉱の操業を維持するとともに、災害を防止し国家経済と輸出の需要に合致した

より多くの生産を行うことを掲げています。また、「石炭開発マスタープラン（1995年－2010年）」

においては、1996 年の 920 万トン（実績）から 2010 年にかけては増産を続け、1,500 万トンを生

産することを目標としています。このような急激な生産の増大のためには坑内掘開発が必要であ

り、坑内掘による生産比率は1996年の27％から2010年には50％以上になると見込まれています。

一方、これまでヴィエトナムにおける坑内掘炭鉱では、ガスの突出による火災の発生で多くの災

害を引き起こしてきました。

このような状況の中、ヴィエトナム石炭産業界は何年も前から、炭鉱ガス安全管理センター設立

の重要性と必要性を指摘し続けています。これを受け、ヴィエトナム政府は、炭鉱ガスの管理能力

を向上・強化することにより、ヴィエトナム石炭産業における保安の向上と普及を目的とした技術

協力を 1998 年８月に日本政府に対し要請してきました。

我が国は、この要請に応えて 2000 年３月に事前調査団を派遣し、要請の背景、具体的内容の把

握、ヴィエトナム側実施体制の整備状況の確認などを行い、さらに、2000 年８月に短期調査団を

派遣し機材供与計画をはじめプロジェクトの詳細について調査を行いました。

本実施協議調査においては、これまでの調査結果を踏まえ、日本・ヴィエトナム双方の責任分担

を再確認するとともに、具体的な協力内容及び実施計画について協議し、最終的に合意した内容を

討議議事録（R/D）とミニッツ（M/M）に取りまとめたうえ、署名・交換を行いました。

本報告書は、同調査団の調査結果をまとめたものです。

ここに、本調査団の派遣に関し、ご協力いただいた日本・ヴィエトナム両国の関係各位に対し謝

意を表するとともに、今後のご支援をあわせてお願いする次第です。

2000 年 12 月

国際協力事業団
　理事　　大津　幸男
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第１章　実施協議調査団の派遣

１－１　調査団派遣の背景と経緯

ヴィエトナム政府は「国家経済開発５か年計画（1996 年－ 2000 年）」において保安を確保しつ

つ炭鉱の操業を維持し、災害を防止し国家経済と輸出の需要に合致したより多くの生産を行うこと

を掲げているとともに、「石炭開発マスタープラン（1995年－ 2010年）」においては1996年の 920

万トン（実績）から 2010 年にかけては増産を続け、1,500 万トンを生産することを目標としてい

る。このような急激な生産の増大のためには坑内掘開発が必要であり坑内堀による生産比率は1996

年の 27％から 2010 年には 50％以上になると見込まれている。

一方、これまでヴィエトナムにおける坑内掘炭鉱では、ガスの突出による火災の発生で多くの災

害を引き起こしてきた。

現在、ヴィエトナムの坑内掘炭鉱においては、近代的な炭鉱ガス安全管理センターはなく、各炭

鉱ごとに十分な技術力を有していないスタッフが旧式のロシア、中国、ポーランドの機器によりガ

スを監視している。また、保安基準と規則も充分に確立されているとはいえない状況にある。

このような状況の中、ヴィエトナム石炭産業界は何年も前から、炭鉱ガス安全管理センター設立

の重要性と必要性を指摘し続けてきた。このような指摘を受け、VINACOALに属する鉱山技術研

究所はセンターのプロジェクト計画を立ててきたものの今日まだ実現していない。

そこで、ヴィエトナム政府は、

・爆発ガスの発生、管理及び坑内掘炭鉱の防爆機器の検査のための保安基準と規則の研究と確立

・爆発ガス発生の管理と坑内掘炭鉱の防爆機器検査のため、近代的な機器と設備を持つ石炭採掘爆

発ガス安全管理センターの設立

・爆発ガスの安全管理と防爆機器の検査、保守に対するヴィエトナム人スタッフの能力向上

を図ることによりヴィエトナム石炭産業における鉱山保安技術の向上と普及を目的とした技術協

力を 1998 年８月に日本政府に対し要請してきた。

我が国はこの要請に応えて2000年３月に事前調査団を派遣し、要請の背景、具体的内容の把握、

ヴィエトナム側実施体制の整備状況の確認などを行い、さらに、2000 年８月に短期調査団を派遣

し機材供与計画をはじめプロジェクトの詳細について調査を行い、それぞれ結果をM/Dに取りま

とめ、署名交換を行った。
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１－２　調査団派遣の目的

本実施協議調査は、以上の調査結果を踏まえ、日本側が協力する内容、範囲、双方の責任分担等

について先方実施機関と協議を行い討議議事録（R/D）として取りまとめ署名を行うとともに、

PDMをはじめとする計画管理諸表について再検討するとともに、その他協力開始までに整理すべ

き懸案、検討事項についても協議し、合意事項等を協議議事録（M/M）に取りまとめ、署名を行う

ことを目的とする。

１－３　調査団の構成

１ 団長・総括 国際協力事業団鉱工業開発協力部部長 林　　  典伸

２ 技術協力計画 資源環境技術総合研究所安全工学部長 井清　  武弘

３ 炭鉱保安技術 （財）石炭エネルギーセンター

　　 国際協力部部長代理 稲見  宏一郎

４ プロジェクト協力企画 国際協力事業団鉱工業開発協力部鉱工業

　　　　　　　　　　　　　開発協力第二課職員 村上　　  聡

１－４　調査日程

日順 月　日 曜日 行程
調査内容 宿泊地

林・村上(a) 井清・稲見(b) (a) (b)

1 12月 4日 月 成田(9:35) →
　香港(13:45)CX509
香港(14:55) →
　ハノイ(15:55)CX791 ・移動 ハノイ ハノイ

2 5日 火 ・大使館表敬
・JICA打合せ
・MPI表敬
・MOI表敬
・VINACOAL, IMSAT表敬 ハノイ ハノイ

3 6日 水 ・IMSAT協議 ハノイ ハノイ

4 7日 木 ・IMSAT協議 ハノイ ハノイ

5 8日 金 ・R/D署名
・大使館報告
・JICA報告 ハノイ ハノイ

6 9日 土 ハノイ(11:00) →
　香港(13:45)VN790
香港(15:20) → ・移動(ハノイ→ウォンビ(車))
　成田(20:05)CX500 ・移動 ・マオケー炭鉱調査 ハロン

7 10日 日 ・生活環境調査 ハロン

8 11日 月 ・サイト整備計画詳細打合せ ハロン

9 12日 火 ・現地調達機材計画
・移動(ウォンビ→ハノイ(車)) ハノイ

10 13日 水 ハノイ(11:00) →
　香港(13:45)VN790
香港(15:20) →
　成田(20:05)CX500 ・移動
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１－５　主要面談者

＜ヴィエトナム側＞

（1）ヴィエトナム石炭公社（VINACOAL: Vietnam National Coal Corporation）

Mr. Doan Van Kien President and CEO

Mr. Vuong Van Doc Deputy General Manager, Investment and International Co-

operation Dept.

Mr. Vu Duong Quan Expert, Investment and International Cooperation Dept.

（2）鉱山科学技術研究所（IMSAT: Institute of Mining Science and Technology）

Dr. Phung Manh Dac Director

Dr. Dao Dac Tao Deputy Director

Dr. Nguyen Binh Manager General, Department for International Cooperation

and Project Development

Eng. Tran Tu Ba Manager of Underground Mining Dept.

（3）工業省（MOI: Ministry of Industry）

Dr. Tran Minh Huan Genaral Director of International Cooperation Dept.

Ms. Nguyen Thi Xuan Hhuy Expert, International Cooperation Department

（4）計画投資省（MPI: Ministry of Planning and Investment）

Dr. Ho Quang Minh Deputy Director General, Foreign Economic Relations Dept.

＜日本側＞

（1）日本大使館

高橋　邦夫 公　使

井村　久行 一等書記官

安楽岡　武 二等書記官

（2）ＪＩＣＡ個別専門家

寺本　二憲 専門家

（3）ＪＩＣＡヴィエトナム事務所

金丸　守正 所　長

戸川　正人 次　長

菅野　祐一 所　員

菊地　和彦 所　員
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第２章　調査結果

項目
要請書内容、事前調査結果、

対処方針 調査結果現状等

１プロジェクト名称

２プロジェクトの受
入窓口機関・総括
機関・管理機関・
実施機関

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

ヴェトナム炭鉱ガス安全管理セ
ンタープロジェクト(Coal  Mine
Firedamp Gas Management Center
Project in the Socialist Republic of
Vietnam)

・下記のとおり合意しM/Mに記載
するとともに各機関のプロジェク
ト活動における具体的な役割分担
を一覧表にまとめANNEXとして
添付した。

（責任機関）
「工業省」は、責任機関として、プ
ロジェクトの総括的責任を負う。

（監督機関）
「VINACOAL」は、監督機関とし
て、実施機関の活動に対して監督
責任を有する。また、プロジェクト
活動を円滑に進めるため、実施機
関と協力機関並びにVINACOAL
傘下の諸機関との関係を調整する。
さらに、各機関のプロジェクト活
動のための必要な施策を講じる。

（実施機関）
「IMSAT」は実施機関として、
VINACOALの監督下でプロジェク
ト活動を具体的に実施する責任を
有する。具体的には技術移転を受
け、その技術をヴィエトナム国内
の各炭鉱や各鉱山救急センターに
普及する活動を責任を持って行う。
この活動を効率的に進めるため、
実施機関は中心となってこの業務
を推進する任務を有する炭鉱ガス
安全管理センターをプロジェクト
期間を通じて設立する。

・左記について再確認する。

・左記について確認する。
炭鉱ガス安全管理センターが
IMSAT内の組織としてプロジェク
ト開始までに設立されること、
IMSAT内での組織的位置づけ、セ
ンターの組織図を確認しM/Mに記
載する。

← IMSAT はプロジェクト開始ま
でに炭鉱ガス安全管理センター
を IMSAT組織内に設立する。

・左記について、ヴィエトナム側よ
り、センター名について、"Coal
Mine Gas Management Center"、ま
たは "Coal Firedamp Management
Center" とすることが提案された
が、"Mine"という単語は、「炭鉱」
という意味を明確にするうえで必
要、また"Firedamp Gas"、は"Fire-
damp"より「爆発性ガス」という意
味で一般的であるとの判断から、
当初案から変更はなく左記のとお
りであることを確認した。

・それぞれについて下記のとおり合
意した。

（責任機関）
・左記に変更がないことを確認し
た。

（監督機関）
・左記に変更がないことを確認し
た。
また、組織図に変更があったの
で最新の組織図をANNEXとして
添付した。

（実施機関）
・日本側がプロジェクトの円滑な活
動のためには、プロジェクト開始
前までに、センターを設立する必
要がある旨説明したところ、ヴィ
エトナム側から将来的にはIMSAT
傘下の別組織として設立すること
も念頭に置いている、また、このよ
うな組織を設立するためには工業
省の許可が必要であるとの説明が
あった。これらのことを踏まえ、協
議の結果、センターをプロジェク
ト開始までに IMSAT 内の一部署
として位置づけることを確認し下
記のとおり合意した。また、セン
ターを含むIMSATの組織図、セン
ターの組織図についても確認、合
意した。
「IMSAT」は実施機関として、
VINACOALの監督下でプロジェク
ト活動を具体的に実施する責任を
有する。具体的には技術移転を受
け、その技術をヴィエトナム国内
の各炭鉱や各鉱山救急センターに
普及する活動を責任を持って行う。
炭鉱ガス安全管理センターは
IMSATの内部組織とする。
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項目
要請書内容、事前調査結果、

対処方針 調査結果現状等

３プロジェクト
責任者

（1）総括責任者
(Project Director)

（2）実施責任者
(Project Manager)

（協力機関）
「マオケー炭鉱」は協力機関とし
て実施機関が炭層ガス包蔵量評価
技術、炭層ガス集中監視技術及び
通気網解析技術を修得するため、
モデル炭鉱として場所を提供し、
プロジェクトに協力する責任を有
する。具体的には以下の活動等を
行う。
- 炭鉱現場のプロジェクト活動へ
の提供
- 作業実施と結果の報告
- 試料・データの採取と提供
- 坑内ガス集中監視システムの設
置、運用、維持管理、データ提供
など
なお、プロジェクト実施の協力
にあたり、マオケー炭鉱は自分の
鉱山の保安確保に責任を有する。
「鉱山救急センター」は、協力機
関として、実施機関が救護隊訓練
技術の移転を受けるにあたり必要
な施設を提供する責任を有する。

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

（総括責任者(Project Director)）
VINACOALの総裁(President and
CEO)は、総括責任者として、プロ
ジェクトの運営管理の総括的責任
を負う。

（実施責任者(Project Manager)）
IMSATの所長(Director)は、実施
責任者として、プロジェクトの運
営及び技術的事項に責任を負う。

（副実施責任者(Assistant Project
Manager)）
IMSAT の管理職のうち 1 名(a
Person of IMSAT Managers)を副実
施責任者とし、実施責任者の下で
プロジェクト実施に関する責任を
負う。副実施責任者はプロジェク
トサイトに常駐する。

（協力責任者(Responsible Person in
the Cooperation Agency)）
マオケー炭鉱の社長(Director)は、
協力責任者として、マオケー炭鉱
のプロジェクトへの協力活動に関
する責任を負う。
鉱 山 救 急 セ ン タ ー の 所 長
(Director)は、協力責任者として、鉱
山救急センターのプロジェクト活
動に関する責任を負う。

・左記について再確認する。また、
センター長が誰になるのか確認し
ておく。当方案としては副実施責
任者がセンター長となることを想
定している。

←IMSATの管理職のうち1名を副
実施責任者とし、実施責任者を
補助する責任を負う。副実施責
任者はセンター長となり、セン
ターに常駐する。

（協力機関）
・下記のとおり確認し合意した。

「マオケー炭鉱」は協力機関とし
て、モデル炭鉱となり場所を提供
することにより実施機関に協力す
る責任を有する。具体的には以下
の活動を行う。
- 炭鉱現場のプロジェクト活動へ
の提供
- 必要な試料採取及びデータ収集
- 坑内ガス集中監視システムの設
置、運用、維持管理
- プロジェクト活動に係る必要な
事項
なお、プロジェクト実施の協力
にあたり、マオケー炭鉱は自分の
鉱山の保安確保に責任を有する。
「鉱山救急センター」は、協力機
関として、プロジェクト活動に必
要な施設を提供することにより協
力する責任を有する。

・左記についてセンター長を確認す
るとともに、R/Dの記載に合わせ
る等若干の修正を加え、下記のと
おり合意した。

（総括責任者(Project Director)）
R / D 第 I V 条にあるように、
VINACOALの総裁(President and
CEO)は、総括責任者として、プロ
ジェクトの管理、実施の総括的責
任を負う。

（実施責任者(Project Manager)）
R / D 第 I V 条にあるように、
IMSATの所長(Director)は、実施責
任者として、プロジェクトの運営
管理、技術事項について責任を負
う。

（副実施責任者(Assistant Project
Manager)）
IMSAT の管理職のうち 1 名(a
Person of IMSAT Managers)を副実
施責任者とし、実施責任者の下で
プロジェクト実施に関する責任を
負う。副実施責任者はセンター長
となり、プロジェクトサイトに常
駐する。

（協力責任者(Responsible Person in
the Cooperation Agency)）
マオケー炭鉱の社長(Director)は、
協力責任者として、マオケー炭鉱
のプロジェクトへの協力活動に関
する責任を負う。
鉱 山 救 急 セ ン タ ー の 所 長
(Director)は、協力責任者として、鉱
山救急センターのプロジェクト活
動に関する責任を負う。
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項目
要請書内容、事前調査結果、

対処方針 調査結果現状等

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

R/Dに記載する開始日から5年間
とする。開始日は実施協議団によ
り決定される。

・下記のとおり確認しM/Mに記載
した。

「炭鉱ガス安全管理センター」
プロジェクトは、プロジェクト
期間内に設立される炭鉱ガス安全
管理センターで実施する。
所在地：クァンニン省ウォンビ市

「モデル炭鉱」
炭層ガス包蔵量評価技術、通気
網解析技術及び炭層ガス集中監視
技術の技術移転は、マオケー炭鉱
の協力を得て実施する。
所在地：クァンニン省マオケー市
TEL:84-33-871240
FAX:84-33-871375

「鉱山救急センター」
技術移転の一部は鉱山救急セン
ターの施設を用いて実施する。
所在地：クァンニン省ハロン市
TEL:84-33-835917
FAX:84-33-836346

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

1炭層ガス包蔵量評価技術
2通気網解析技術
3炭鉱ガス集中監視技術
4機器防爆試験技術
5救護活動技術
6鉱山保安教育技術

「上位目標」
ヴィエトナム石炭産業界におけ
る保安技術の向上と普及が図られ
る

「プロジェクト目標」
炭鉱ガス安全管理センターが炭
鉱ガス安全管理に関する技術サー
ビスを提供できるようになる

・プロジェクト協力期間は5年間、
プロジェクト開始日は2001年4月
1日であることを確認しM/Mに記
載する。

・左記について再確認する。

←プロジェクトは炭鉱ガス安全管
理センターで実施する。

・爆薬検定試験技術を機器防爆試験
技術の1項目として技術移転する
ことを確認する。

←4機器・爆薬防爆検定試験技術

・マスタープラン中、"security" を
"safety"に置き換えることを検討す
る。

・左記について再確認する。

・左記について再確認する。

・左記について下記のとおり合意し
た。

R/D第 IX条にあるように、プロ
ジェクトの協力期間は2001年4月
から5年間である。

・左記について下記のとおり合意し
た。

「炭鉱ガス安全管理センター」
プロジェクトは炭鉱ガス安全管
理センターで実施する。
所在地：クァンニン省ウォンビ市

「モデル炭鉱」
炭層ガス包蔵量評価技術、通気
網解析技術及び炭層ガス集中監視
技術の技術移転の一部は、マオ
ケー炭鉱の協力を得て実施する。
所在地：クァンニン省マオケー市
TEL:84-33-871240
FAX:84-33-871375

「鉱山救急センター」
救護活動技術に係る技術移転の
一部は鉱山救急センターの施設を
用いて実施する。
所在地：クァンニン省ハロン市
TEL:84-33-835917
FAX:84-33-836346

・左記について爆薬検定試験技術を
加えることを確認し下記のとおり
合意した。

1炭層ガス包蔵量評価技術
2通気網解析技術
3炭鉱ガス集中監視技術
4機器・爆薬防爆検定試験技術
5救護活動技術
6鉱山保安教育技術

・「保安技術」の意味で当初用いて
いた "the security technology" を当
該技術分野において一般的に使わ
れている "the safety technology"に
変更した。

・左記について変更がないことを確
認した。

４協力期間

５実施場所・住所

６技術移転項目

７マスタープラン

（1）プロジェクトの
上位目標

（2）プロジェクトの
目標
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項目
要請書内容、事前調査結果、

対処方針 調査結果現状等

「成果」
0 センターの運営管理体制が確立
する
1 炭層ガス包蔵量評価の指導がで
きるようになる
2 通気網解析に基づく通気管理の
指導ができるようになる
3 炭鉱ガス集中監視の指導ができ
るようになる
4 機器防爆試験を実施できるよう
になる
5 救護活動技術が指導できるよう
になる
6 鉱山保安に関する教育ができる
ようになる

「活動」

0-1要員を計画に従って確保する
0-2予算計画を適切に策定・遂行
する

0-3活動計画を策定する
0-4定期的にモニタリングを実施
する

1-1必要な機材を設置する
1-2石炭試料採取技術を修得する
1-3採取試料の分析技術を修得す
る

1-4分析結果の評価技術を修得す
る

1-5モデル炭鉱に修得技術を指導
する

2-1必要な機材を設置する
2-2通気測定技術を修得する
2-3通気網解析技術を修得する
2-4解析結果の評価技術を修得す
る

2-5モデル炭鉱に修得技術を指導
する

3-1必要な機材を設置する
3-2炭鉱ガス集中監視システムの
保守・管理技術を修得する

3-3炭鉱ガス集中監視システムの
監視技術を修得する

3-4モデル炭鉱に修得技術を指導
する

・左記について再確認する。

・左記について下記のとおり修正を
加えることを確認する。また、爆薬
検定試験技術が加えられたことに
より以下のとおり修正することを
確認しM/Mに記載する。

←1-6モデル炭鉱以外の炭鉱に修
得技術を指導する

3-1機材計画を策定する
3-2左同(旧 3-1)

3-3左同(旧 3-2)

3-4左同(旧 3-3)

3-5左同(旧 3-4)

3-6炭鉱ガス集中監視システムに
より得られたデータの評価方
法を修得する

・技術移転項目に爆薬検定試験技術
が追加になったが、当該技術は、機
器防爆試験技術の下位概念にあた
り、左記「成果」については変更す
る必要がないことを確認した。

・爆薬検定試験技術を加えたこと、
及び活動をより明確にするための
追加を下記のとおり行った。また、
当初、6-1で「鉱山保安」という意
味で "mine security" という単語を
用いていたが、"mine safety"に修正
した。

0-1要員を計画に従って確保する
0-2予算計画を適切に策定・遂行
する

0-3活動計画を策定する
0-4定期的にモニタリングを実施
する

1-1必要な機材を設置する
1-2石炭試料採取技術を修得する
1-3採取試料の分析技術を修得す
る

1-4分析結果の評価技術を修得す
る

1-5モデル炭鉱に修得技術を指導
する

1-6モデル炭鉱以外の炭鉱に修得
技術を指導する

2-1必要な機材を設置する
2-2通気測定技術を修得する
2-3通気網解析技術を修得する
2-4解析結果の評価技術を修得す
る

2-5モデル炭鉱に修得技術を指導
する

2-6モデル炭鉱以外の炭鉱に修得
技術を指導する

3-1機材計画を策定する
3-2必要な機材を設置する

3-3炭鉱ガス集中監視システムの
保守・管理技術を修得する

3-4炭鉱ガス集中監視システムを
用いた監視技術を修得する

3-5モデル炭鉱に修得技術を指導
する

3-6炭鉱ガス集中監視システムに
より得られたデータの評価方
法を修得する

（3）成果

（4）活動
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項目
要請書内容、事前調査結果、

対処方針 調査結果現状等

８PDM

4-1必要な機材を設置する
4-2機器防爆試験の基本方針を検
討する

4-3機器防爆試験基準を作成する

4-4機器防爆試験技術を修得する

4-5機器防爆試験を実施する

5-1必要な機材を設置する
5-2救護技術を修得する
5-3協力機関に修得技術を指導す
る

6-1必要な機材を設置する
6-2鉱山保安の教育・訓練用テキ
ストを準備する

6-3鉱山保安の教育・訓練を実施
する

・プロジェクトの進捗管理・評価に
PCM手法が用いられることを確認
するとともに、PDMについて合意
しM/Mに添付した。

4-1必要な機材を設置する
4-2機器防爆・爆薬検定試験の基
本方針を検討する

4-3機器防爆・爆薬検定試験基準
を作成する

4-4機器防爆・爆薬検定試験技術
を修得する

4-5機器防爆・爆薬検定試験を実
施する

・PDMの指標について、ヴィエトナ
ム側案を検討し指標を明確にする
とともに必要な修正を加えM/Mの
ANNEXとして添付する。

< ヴィエトナム側指標案概略と
PDM修正案＞
･ガス災害防止に係る基準・規制を
検討・作成するとともに、坑内掘炭
鉱で使用される機器の防爆試験を
実施することにより 100％ガス災
害をなくする

→上位目標指標として「2010年
までに13の坑内掘炭鉱すべてに
おいてヴィエトナム鉱山保安規則
第134条ないし149条及び第321
条ないし第328条の規則が遵守さ
れる」とする

・500人に対し鉱山保安・救護活動
技術について研修を行う

→目標指標として「救護活動技術
が**人以上に実施される」、「鉱
山保安研修が**人以上に実施さ
れる」とする

・すべての輸入された機器及び修理
された機器の防爆試験を行う

→目標指標として「ヴィエトナム
の炭鉱坑内で使用される全型式の
機器・爆薬について防爆検定試験
が実施される」とする

・13 炭鉱すべての通気網システム
を向上させる

→目標指標として「専門家の認め
るレベルの炭層ガス包蔵量評価
データベース及び通気網データ
ベースが13の坑内堀炭鉱すべて
について作成される」とする

4-1必要な機材を設置する
4-2機器・爆薬防爆検定試験の基
本方針を検討する

4-3機器・爆薬防爆検定試験基準
を作成する

4-4機器・爆薬防爆検定試験技術
を修得する

4-5機器・爆薬防爆検定試験を実
施する

5-1必要な機材を設置する
5-2救護技術を修得する
5-3鉱山救急センターに修得技術
を指導する

6-1必要な機材を設置する
6-2鉱山保安の教育・訓練用テキ
ストを準備する

6-3鉱山保安の教育・訓練を実施
する

・左記事項を考慮のうえヴィエトナ
ム側と協議し、PDMを作成しAN-
NEXとして添付した。
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項目
要請書内容、事前調査結果、

対処方針 調査結果現状等

９暫定実施計画(TSI,
PO, APO)

10日本側協力

（1）専門家派遣

（2）研修生受入

・暫定実施計画(TS I )、活動計画
(PO)、年間活動計画(APO)につい
て合意しM/Mに記載した。

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

(a)長期専門家
以下の専門家を派遣する。
1)チーフアドバイザー
2)業務調整員
3)ガス管理技術
4)鉱山保安一般技術
5)機器防爆試験技術
(b)短期専門家
関連分野で必要に応じて派遣さ
れる。

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

C/Pを毎年おおむね2名程度受け
入れる。ただし、具体的人数は各年
の予算状況を考慮して各年ごとに
決定される。
なお、ヴィエトナム側から、効率
的な技術移転のため初年度にでき
るだけ多くの研修員の受入れを望
む旨の要請がなされた。

・炭鉱ガスの保安規則が策定される

→実施機関である IMSATに規則
制定の権限がないため当該指標を
達成するプロジェクト活動はでき
ない旨伝える

・左記について日本側案を基に協議
し合意のうえM/Mに記載する。

・左記について再確認するとともに
長期専門家のA1 フォームについ
ては2001年1月中旬までに提出す
ることを確認しM/Mに記載する。

・左記について再確認する。また、
必要に応じて初年度の研修員受入
れ人数は3名を予定していること
を口頭にて伝える。

・TSI、PO、APOについて合意し
ANNEXに添付した。

「プロジェクト総経費の開示につ
いて」
・ヴィエトナム側からプロジェクト
総経費の開示が求められた。
総経費のM/Mへの記載は、ヴィ
エトナムの他のプロ技において記
載されていないことから行わず、
口頭にて開示した。
さらに、ヴィエトナム側から内
訳についても開示を求められたが、
内訳については通知(企9-253号)に
より原則開示しないこととなって
いるため開示しなかった。
これらについて、ヴィエトナム
事務所からヴィエトナムではロー
カルコストの申請時にプロジェク
ト総経費、内訳を示す必要がある
こと、また、プロジェクト総経費、
内訳の開示の問題は、ヴィエトナ
ムにおけJICA事業共通の問題であ
るとの認識から近日中にMPIとの
定期協議の場でM/Mへの記載等を
含め検討する旨の説明があった。

・左記につき派遣する専門家に変更
がないことを確認した。
また、A1フォームを2001年1月
中旬までに提出することを確認す
るとともに、A1フォームのアドバ
ンスを入手した。
また、専門家居住予定地に適切
な住居が少なく、住居確保が困難
であることにかんがみ、ヴィエト
ナム側が住居確保に協力との発言
があった。

・ヴィエトナム側から、可能であれ
ばC/P全員の受入れ、また、初年度
により多くの受入れの希望がなさ
れた。
これに対して、原則、研修員の受
入れは2名であること説明し理解
を求めたうえで、プロジェクト期
間中、最低10名を受け入れること
で合意した。また、初年度について
は、3名を予定していることを説明
した。
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項目
要請書内容、事前調査結果、

対処方針 調査結果現状等

・供与機材について合意しANNEX
として添付した。また、火薬防爆検
定試験用機材についてヴィエトナ
ム側から新たに要請がなされた。
これに対し調査団は本件に関し決
定する権限がないことを説明し、
日本に持ち帰り検討することを伝
えた。なお、火薬防爆検定試験用機
材を新たに要請した理由について
ヴィエトナム側から提出されたの
で、これをANNEXとして添付し
た。

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。また、暫定的予算計画を
ANNEXとして添付した。

プロジェクトの円滑な実施にあ
たり、ヴィエトナム側の十分な予
算確保が不可欠であることを確認
した。これに関し、調査団はヴィエ
トナム側の予算額をさらに増加さ
せる努力が強く望まれている旨指
摘した。

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。また、暫定的なフロアプラ
ン、マオケー炭鉱での準備計画、ス
ケジュールについては M /M の
ANNEXとして添付した。

必要な建物や修繕工事はヴィエ
トナム側負担で実施する。事務所
や実験室はプロジェクト開始まで
に行われる。

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

日本側供与機材以外の機材は
ヴィエトナム側が供与する。

・最終的な機材リストを提示し、
ヴィエトナム側と下記変更点につ
き確認し、ミニッツに記載する。ま
た、A4フォームを2001年1月中旬
までに提出することを確認しM/M
に記載する。また、爆薬検定坑道の
供与のためには口上書の交換が必
要になることを確認しておく。

＜変更点＞
*短期調査時に要望があったもの
・集中監視システムのセンサーを
21点から48点増加要請→48点に
修正
・デジタルカメラ 1 式追加要請→
追加
・爆薬検定坑道追加要請→追加
*短期調査後日本側で検討の結果、
修正希望項目
・ガス包蔵量分析システムを 2 式
から1式に変更
・先進ボーリングを2式から1式に
変更
・鉱山救護システム中呼吸器を 20
式から 10式に変更
・泡消火装置削除

・左記について再確認するととも
に、ヴィエトナム側の予算額をさ
らに増加させる努力が強く望まれ
ることを伝える。
また、ヴィエトナム国内の業務上
の旅費はR/D上、ヴィエトナム側
負担となっているが、日本人専門
家分については、日本側で負担と
してもよい旨、必要に応じM/Mに
記載する。

・左記について進捗状況を確認する
とともに、変更がないか確認する。

・左記について再確認する。

・左記変更について合意した。
また、A4フォームを2001年1月
中旬までに提出することを確認す
るとともに、A4フォームのアドバ
ンスを入手した。
また、新たに供与することに
なった、爆薬検定試験坑道につい
ては、工事を伴うものであるため、
機材費以外の経費として申請する
必要があることを伝えたうえで、
当該申請には口上書の交換が必要
であることを確認した。
その他、供与する車両の登録料
等はヴィエトナム側負担であるこ
とを確認するとともにその使用に
ついて協議を行った。

・ヴィエトナムにおける国内出張に
ついては、次の一文を追加した。
「両者はヴィエトナムの経済状態
が厳しい状況にあることを理解し
た。そこで、日本側は日本人専門家
のヴィエトナム社会主義共和国内
における業務上出張について交通
費、旅費を負担することを考慮す
る」

・左記について、プロジェクトサイ
ト・マオケー炭鉱の実際の修繕工
事はまだ始まっておらず、R/D締
結後、工事が始まるとの説明が
ヴィエトナム側からなされた。ま
た、今後のスケジュールを確認す
るとともに、プロジェクト開始ま
でにプロジェクトサイトの修繕工
事が完了することを確認した。さ
らに、修繕工事の計画書を入手し
問題がないことを確認した。

・左記について変更がないことを確
認した。

（3）機材供与

11ヴェトナム側実施
体制

（1）ローカルコスト
負担措置

（2）建物建設等プロ
ジェクトサイト基
盤整備
1）土地所有者
2）サイト地図
3）建物設計図
4）建物所有者
5）電気、ガス、
　  水の供給状況

（3）機材措置・維持
管理
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項目
要請書内容、事前調査結果、

対処方針 調査結果現状等

・必要な人数のC/Pが確保されてい
ることを確認した。また、これら
C/Pの配置については、今後、専門
家と IMSAT で協議し決めること
とした。

・左記について確認した。

・本プロジェクトの成功には、実施
機関の I M S A T のみならず、
VINACOAL, MOI等関係諸機関の
積極的な関与が必要であるが、こ
れらの機関から全面的に協力する
旨表明された。
また、本プロジェクトの拠点と
なるセンターは実施機関本部、
VINACOALから離れた位置にある
ため、相互の連携強化手段を講じ
ておく必要がある。この対応策と
して、VINACOALに派遣されてい
る個別専門家の活用が有効である
と思われる。
また、本プロジェクト活動は防
爆検定試験等、制度と密接に関係
してくるものがあるが、IMSATが
制度に基づいた活動をし得るか、
また、IMSATの行う検定等が全国
的に効力を発するものにし得るか
は、MOIの工業安全局との協議が
必要である旨の説明がなされた。

・左記について確認した。

・左記について確認した。

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

プロジェクトの管理者及び十分
な人数のC/Pをプロジェクト開始
前に配置する。C/Pは 2000年 8月
末までに、IMSAT, VINACOAL, マ
オケー炭鉱から選抜される。C/P配
置計画に変更が生じた場合、ヴィ
エトナム側は適切な人数の確保の
対策をとる。

・専門家の免税、特権については下
記とおり合意しM/Mに記載した。

専門家及びその家族に対し、ベ
トナムでの活動する他国の専門家
と同等以上の免税、特権を付与す
る。また、専門家、日本側調査団へ
の安全確保対策を実施する。

・下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

技術協力により移転された技術
がC/P を通じてヴィエトナムの社
会経済発展に寄与するよう、ヴィ
エトナム側は本プロジェクト関係
機関の積極的な関与を通じ、技術
協力期間中及び終了後におけるプ
ロジェクトの自立運営を確保する
ための必要な措置をとる。この関
係で調査団は特に以下の措置の重
要性を強調した。
a）強制措置を伴う機器防爆検定
試験の制度化

b）IMSATの行う教育への各鉱山
からの積極的な参加

c）プロジェクト終了後の IMSAT
の運営費の確保

・下記のとおり合意しM/Mに記載
するとともに、合同調整委員会の
機能、構成をANNEXとして添付し
た。

プロジェクトの円滑な推進のた
め、日本・ヴィエトナム両関係者か
らなる合同調整委員会を設置し、
少なくとも年1回開催する。

・プロジェクト期間の中間及び終了
6か月前にJICAとヴィエトナム側
で合同評価を行う。また、プロジェ
クト期間中・期間後、必要に応じて
実施される。評価は評価5項目に基
づいて行われる。

（4）C/P及びスタッフ
の配置

1）C/P
a）数、配置
b）資格（学齢、専門
　 分野での在職経験
　 年数、役職含む）
c）職務分担
2）スタッフ
a）数、配置計画

（5）専門家の特権

（6）自立発展性の確
保

12合同調整委員会

13合同評価

・ヴィエトナム側から提出された
C/Pリストについて、さらに詳細情
報を収集する。具体的には、学歴、
専門、年齢、担当技術移転項目、
ウォンビ駐在・専属の有無、等につ
いて確認する。情報収集にはあら
かじめ質問表を送っておく。

・左記について再確認する。

・左記について再確認する。

・左記について再確認する。

・左記について再確認する。
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項目
要請書内容、事前調査結果、

対処方針 調査結果現状等

14安全確保対策

15専門家の免責

16その他

（1）共通語

・マオケー炭鉱の現状を入坑調査に
より確認し、次の3点について取り
まとめM/Mに記載した。

1）マオケー炭鉱で早期に行う安全
対策
2）プロジェクト側で行う安全対策
3）入坑時にマオケー炭鉱の行う安
全対策

また、8 月に安全評価委員会が
ヴィエトナムに派遣され短期調査
時にまとめた安全確保対策の妥当
性について評価を行った。この評
価を受け、安全確保対策について
修正を行い、同委員会の承認を得
た。
さらに、新たに加わった爆薬検
定試験に関する安全確保対策につ
いても案を作成し同委員会の承認
を得た。

・専門家に対するクレームについて
は下記のとおり合意しM/Mに記載
した。

本プロジェクト活動に起因して
専門家へのクレームが万一生じた
場合は、専門家の故意または重大
な過失であると両政府が合意した
場合を除き、ヴィエトナム政府が
これを負う。

・共通言語は英語であることを確認
しM/Mに記載した。

・安全評価委員会で承認された安全
確保対策をヴィエトナム側に説明
するとともに、合意のうえM/Mに
記載する。

・左記について再確認する。

・左記について再確認する。

・安全確保対策について短期調査時
からの修正・追加点を説明すると
もに、安全確保対策の重要性を強
調したうえで左記について合意し
た。
さらに、安全評価委員会で承認
された安全確保対策の1)マオケー
炭鉱で早期に行う安全確保対策は
短期調査時から追加事項も含まれ
ていたが、既に対応済みであるこ
とを確認した。

・左記について確認した。

・左記について確認した。
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第３章　調査団所見

本調査団は、ヴィエトナムの首都ハノイに滞在し、各省会議で承認された対処方針に基づき実施

協議及び調査を行った。基本的にはこれまでの調査団派遣等を通じて行われたヴィエトナム関係諸

機関との協議内容を基礎とし、この内容の再確認を行うとともに、変更の必要がある点につき協議

を行った。協議の結果、合意に至り 2000 年 12 月８日に、討議議事録（R/D）及び協議議事録（M/

M）の署名を行ったところ、これまでの協議及び調査結果に関する調査団所見を以下のとおり報告

する。

３－１　主要協議結果

ヴィエトナム側との実質的な協議は、プロジェクト･マネージャーである鉱山科学技術研究所

（IMSAT）のダック所長、タオ副所長、ビン国際協力部長との間で行われた。

まず、当方より、本プロジェクトの重要性について説明を行うとともに、炭鉱坑内でのプロジェ

クト活動において安全確保対策に十二分に配慮しなくてはならないことを強調した。さらに、当方

から本プロジェクトをスケジュールどおりに進めるためにはA1、A4フォームを在ヴィエトナム日

本大使館へ遅くとも2001年１月中旬までには提出するよう依頼し、ヴィエトナム側はこれを了承

した。なお、調査団はR/D署名後、ヴィエトナム側が準備していたA1、A4フォームの内容を確認

のうえサインを求め、コピーをアドバンスとして入手した。

次に、R/D、M/M の討議を対処方針に従って行ったところ、当初 R/D（案）及びM/M（案）に

若干の修正を加えることでヴィエトナム側の理解と合意を得ることができた。主要な協議事項は以

下のとおり。

（1）R/D（案）、M/M（案）の中で、「保安」という意味で "security" という単語を使用していた

が、鉱山保安に係る技術分野においては「保安」という意味では "safety" という単語を用いる

ことが一般的であるとの指摘がなされ、「保安」という意味では"safety"という単語を用いるこ

とを確認し R/D（案）、M/M（案）の修正を行った。

（2）短期調査時に新たに要請のあった爆薬検定試験技術について、これを技術移転項目に加える

ことを確認した。また、当該技術の移転に必要な爆薬検定坑道も供与することを合意した。こ

の爆薬検定試験坑道の供与に関し、機器の設置等に係る費用については現地適用化事業費が適

用されること、また、当該現地適用化事業費の実施には口上書の交換が必要になることを確認

した。
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（3）供与機材に関し、短期調査時に要請のあった、集中監視システムのセンサー数の増加（21点

→ 48 点）、爆薬検定試験坑道等についてヴィエトナム側要望に沿って供与することに合意し

た。一方、供与機材の更なる厳選を行い、泡消火装置の削除をはじめ供与機材の絞り込みを行

いこれを確認した。

（4）R/Dの本文中の III.6（4）における、ヴィエトナム国内の出張経費に関する取り決め事項は、

R/D案を当初のとおりとし、変更は行わないことを確認した。しかし、M/Mの中でヴィエトナ

ム側の財政事情にかんがみ、日本人専門家の国内出張経費に係る負担を日本側で措置すること

を確認した。

３－２　安全確保対策について

本プロジェクトにおいては、炭鉱坑内での技術移転を伴うため安全確保対策についてこれまで日

本･ヴィエトナム両者間で慎重に検討がなされてきた。

まず、2000 年７月の短期調査時においては実際に日本側の調査団が入坑調査及び聞き取り調査

等を通じ、モデル炭鉱となるマオケー炭鉱の実態を十分把握したうえで安全確保対策を策定し、あ

わせて同安全確保対策の内容につきヴィエトナム側と合意している。

さらに、ＪＩＣＡでは2000年８月に産･官･学のそれぞれの委員により構成される安全評価委員

会を設置するとともに、これらメンバーをヴィエトナムへ派遣し現場検証を行い、短期調査時に策

定した上記安全確保対策の妥当性を検討している。

検討の結果、上記安全確保対策について、マオケー炭鉱に事前に改善を求める事項の追加、及び

入坑時のプロジェクト･マオケー炭鉱の取るべき措置の修正を行っている。ただし、これらの追加、

修正は軽微なものであり根本的な安全確保対策の変更を要するものではなかった。また、その際、

技術移転項目として新たに追加された、爆薬検定試験技術の技術移転に係る安全確保対策について

検討し追加している。

本実施協議調査団では、当該修正した安全確保対策について、ヴィエトナム側に説明を行った。

これに対してヴィエトナム側は全面的に理解を示し合意に至った。今後、本プロジェクトを実施す

るにあたっては、安全確保対策を十二分に配慮することが必要であることを確認しあった。

３－３　プロジェクト実施の妥当性について

ヴィエトナムにおいては、「国家経済開発５か年計画（1996年－ 2000年）」において国家経済の

成長を年率GDP9-10％と極めて高い水準に設定しており、実績としてもこれに近い値で推移してい

る。この中で、石炭については、保安を確保しつつ炭鉱の操業を維持し、災害を防止し国家経済と

輸出の需要に合致したより多くの生産を行うことが掲げられている。また、「石炭開発マスタープ
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ラン（1995 年－ 2010 年）」においては、1996 年の 920 万トンから 2010 年では 1,500 万トンへの増

産が計画されている。

このように、ヴィエトナムにおいて今後も石炭の増産が続くものと認められる。

一方、上述の「石炭開発マスタープラン」の計画に従って増産を進めた場合、坑内掘炭鉱の比率

が高まり、1996年の27％から2010年では50％を超えるものと同マスタープランは予測している。

坑内掘炭鉱においては、安全な操業のために炭鉱ガスの管理が必要であるが、現在、ヴィエトナ

ムにおいては坑内掘炭鉱の炭鉱ガスを管理する技術はいまだ確立されていない。このような状況

下、1999 年の１月に本プロジェクトのモデル炭鉱ともなっているマオケー炭鉱において、ガスに

よる過去最大級の災害を引き起こしている。

このように、坑内掘炭鉱の比率の高まりとともにガス管理技術の必要性も高まっていると判断で

きるとともに、更なる災害を防止するうえでもヴィエトナムにおいてガス管理技術を確立すること

は緊急の課題であることは明らかである。

このような状況下、ヴィエトナムにおけるガス管理技術の確立と普及を目標とする本プロジェク

トの実施は妥当であり、その必要性、緊急性は極めて高いといえる。

３－４　プロジェクトの実施可能性について

（1）組織的側面について

本プロジェクトにおいて、実施機関はVINACOAL傘下の一機関である IMSATとなってい

るが、プロジェクト活動には、マオケー炭鉱、鉱山救急センターの協力をはじめVINACOAL

傘下の諸機関の協力が必要となる。このため、IMSAT のみらず VINACOAL の積極的なプロ

ジェクトへの関与が要求されるが、これまでの協議を通じて、VINACOALのキエン総裁より

本プロジェクトへの全面的協力が何度も強調されており、組織面については特段大きな問題は

ないと考えられる。

しかしながら本プロジェクトは首都ハノイから離れた遠隔地にあることから、密な連携を保

つよう留意する必要がある。現在、VINACOALに個別専門家が派遣されており、密接な意思

疎通を可能としているが、今後もこのような体制を維持･強化することが望ましいと思われ

る。

また、今回設立する炭鉱ガス安全管理センターは将来的に独立したIMSAT傘下の一機関と

なることを想定している旨の発言があったが、プロジェクト期間中は実施機関であるIMASAT

の内部組織として位置づけられることを確認した。

また、ヴィエトナム側のプロジェクト実施体制はプロジェクト･マネージャーであるIMSAT

のダック所長を中心に大変よくまとまっており、この体制が維持される限り組織的な問題はな

いといえる。
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（2）財政的側面について

ローカルコスト負担については総額US$50万が確保されているものの、機材メンテナンス

費用をはじめとして必ずしもローカルコスト負担は十分に確保されているとはいえない状況に

あるが、建屋改築をはじめとし受入体制が順調に進捗しているなど、プロジェクトの実施のた

めの必要最低限は確保されていると判断できる。

しかしながら、円滑なプロジェクト活動のために、引き続き更なるローカルコストの確保の

要求を続けていく必要がある。

（3）技術的側面について

C/P はプロジェクト･ダイレクター、プロジェクト･マネージャーを含め合計 21名確保され

ており、人数的に十分な人数が確保されている。ヴィエトナム側からこれらC/Pは、実施機関

である IMSAT のみならず、VINACOAL 傘下の諸機関の優秀な人材を選抜して集めたとの説

明があった。実際に、C/Pの多くは学士以上の学歴を有し、技術的にも十分対応可能であると

思われる。

（4）生活環境について

本プロジェクトのプロジェクトサイトが、首都ハノイから離れたウォンビ市という地方都市

であるということで、専門家の生活環境が当初心配された。しかし、プロジェクトサイトから

さらに30Kmほど先にハロン市という世界遺産にも指定されている観光地があり、ここを専門

家の居住地とすることになった。ハロン市はヴィエトナムでも屈指の観光地ということもあ

り、専門家が生活できる十分な環境が整っている。しかし、プロジェクトサイトと専門家の居

住地が離れているということと、その間の道路の舗装が十分ではない（現在、舗装中で近々完

成予定）といった問題は残されている。

３－５　R/D、M/Mの署名

今回の一連の協議結果及び関係省庁への表敬を通じ、また、VINACOALへ派遣されている個別

専門家の報告・意見及びヴィエトナムＪＩＣＡ事務所の意見等を総合的に判断するに、本プロジェ

クトの必要性、緊急性が極めて高いことが確認できた。

また、2001 年４月からのプロジェクト実施に関し、もはや双方の特段の問題点もなくなったた

め、12 月８日午前、ヴィエトナム側、日本側関係者の出席のもと R/D、M/M の署名を行うことが

できた。
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３－６　実施上の留意事項

（1）安全確保対策

前述のとおり、本プロジェクトは関係者のご協力を得て、現時点で予見し得るすべての安全

確保対策をとり得たものと考えている。

日本、ヴィエトナム双方のプロジェクト関係者は、今後、これら安全確保対策の趣旨に照ら

し、日常の業務遂行にあたっては常に安全第一を肝に命じて、活動を行っていただきたい。

（2）プロジェクト運営

1）ローカルコスト

今回の協議の場において、ヴィエトナム側は供与機材に関する維持／管理費を日本側で負

担するよう執拗に主張するところがあった。これにも見られるように、ヴィエトナム側の財

政事情から考えて、十分なローカルコストの確保はかなり厳しい状況にあるといわざるを得

ない。しかし、ローカルコスト負担はプロジェクトの自立発展性の視点から、極めて重要な

事柄であり、今後もプロジェクトを実施する中で、日本側として繰り返し、この点をヴィエ

トナム側に促していく必要がある。

2）実施体制

本プロジェクトに関係する機関は、規則／制度を策定するMOI（工業省）、本プロジェク

トの責任機関であるVINACOAL、実施機関のIMSAT、プロジェクトサイトとなる安全管理

センター、協力機関のマオケー炭鉱と救急センターである。

本プロジェクトはこれらプロジェクトに関係するすべての機関との連携／協力体制がうま

く機能しない限り、円滑なプロジェクトの遂行を期待できない。したがって、プロジェクト

の実施に際して、チームリーダーをはじめとした日本側関係者は、日常的に接触が可能とな

る安全管理センター長のみならず、これら関係機関の責任者と折に触れて意思疎通を図って

おかなければならない。とりわけ、IMSATのしかるべき責任者（IMSAT所長及び国際協力

部長等）との間では、常々プロジェクトの進捗状況、プロジェクトの課題等につき、互いの

認識を一致させておくことが重要となる。

3）専門家の生活環境

専門家の住居は生活環境／治安状況等を勘案し、ハロン市に構えることが予定されてい

る。ハロン市におけるＪＩＣＡ専門家の長期滞在は本プロジェクトが初めてとなるので、特

に、専門家の生活基盤が整うまでの初期段階では、ヴィエトナム側の種々の協力が必要とな

る。
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また、ハロン市と安全管理センターのあるウオンビ市間は約35Kmで、未鋪装部分の道路

もあることから、安全な通勤手段の確保が課題である。

これらについては、ＪＩＣＡヴィエトナム事務所の適切な助言／支援を得ることとなる。

（3）自立発展性の確保

プロジェクトの自立発展性の確保は、通常、組織的側面、財政的側面、技術的側面でもって

判断される。本プロジェクトに関しては、これら３つの側面に加え、規則／制度の側面及び、

広報活動の側面が不可欠なものとなる。したがって、炭鉱安全に関する規則／制度の策定機関

であるMOIに本プロジェクトを十分理解してもらうことが肝要である。そのためには、本プ

ロジェクトの活動と、現在、VINACOALに派遣されている個別専門家（指導科目：石炭開発

計画）の活動が一体／不可分な関係にあるとの認識を持ち、取り進めていかなければならな

い。

また、広報活動の側面に関しては、VINACOALの理解がカギとなることは論を待たない。

以上の５つの側面を考える時、プロジェクト関係機関のメンバーからなる合同調整委員会の

役割は、極めて重要なものとなる。

（4）その他

1）プロジェクト経費

本調査団はヴィエトナム側がローカルコストを確保しやすくする意味からも、本プロジェ

クトに要する日本側のプロジェクト経費見込み総額をM/Mに記載すべきであると考えてい

た。しかし、本調査団とヴィエトナム事務所の打合せの結果、プロジェクト経費のM/M記

載はヴィエトナムにおける他のプロジェクトに影響を与えることになることから、今回は

M/M 記載を見合わせた。

本件に関しては、ヴィエトナムにおいてＪＩＣＡ事業を行ううえでの共通の課題として、

近々行われるＪＩＣＡヴィエトナム事務所とMPI（計画投資省）との定期協議の場で包括的

に議論されることとなる。

2）改修工事

本プロジェクトを実施するにあたっては、ヴィエトナム側による安全管理センター及びマ

オケー炭鉱の建屋改修が前提となる。ヴィエトナム側の手によって、いずれもプロジェクト

立上がり前の 2001 年３月末までに改修を完了すべく計画されており、この旨M/M にも明

記した。改修工事の遅れは、そのまま本プロジェクトの遅れに通じることから、今後のフォ

ローが必要となる。
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